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羽武小発第 127号  

令和８年 2 月 27 日 

羽村市教育委員会  殿 

 

学 校 名  羽村市立武蔵野小学校 

校長氏名   府 金  博 之   

 

令 和 ８ 年 度 教 育 課 程 に つ い て （ 届 ） 

   

このことについて、羽村市公立学校の管理運営に関する規則に基づき、下記のとおりお届けします。 

 

記 

１  教  育  目  標 

（１）学校の教育目標 

義務教育９年間を系統的に捉え、人権尊重の精神を基調に、予測不可能な課題に対して、自らの人生を

舵取りし、協働して未来を創造する社会の一員として、心身ともに健康で創造性に富み、民主的で持続可

能な社会の作り手となる児童の育成を目指し、次の目標の達成に努める。 

◎よく考える子      何事も自分ごととして捉え、自ら学びに向かい表現することを楽しめる子 

○思いやりのある子 むさしのリーダーシップを身に付け、自他を尊重し、大切にできる子 

○健康な子         基本的な生活習慣を身に付け、運動に親しみ、心身ともに活力に満ちた子 

 

（２）学校の教育目標を達成するための基本方針 

  「はむらの学校教育」に基づき、以下の取組を行う。 

○自ら課題を設定し、学びを生かし働かせ主体的に納得解を追究できるよう、学びに向かう力を涵養する

とともに、個別最適な学びと協働的な学びを推進し、学習習慣を身に付けた自立した学習者を育成する。 

○主体的に判断し行動する力や社会の一員として共に生き抜く力を育むため、言葉の力の表す力に重点

を置き、当事者意識を持って自分の考えを可視化したり、まとめや振り返りを自分の言葉で表現したりで

きるよう言語活動の充実を図り、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させる。 

○目的を明確にもって主体的に学習に向かい、学びを通して、「わかった」「できた」「認められた」などの

自己の高まりや「好き」を感じられるような充実感のある授業の展開を図る。 

○答えのない課題に主体的に向き合い、自ら納得解を導き、新たな価値を創造することができる資質能

力を育成する。 

○予測困難で多様な社会を生き抜くための非認知能力を身に付け、高めさせるため「むさしのリーダーシ

ップ」を活用し、相手意識を高め、自己有用感の向上を図る。 

○「数える」「覚える」「写す」「見付ける」「想像する」といった認知機能向上プログラムに全校で取り組

み、学習の土台作りとコミュニケーション能力や問題解決力の向上を図る。 

○自他を大切に、共によりよく生きるために、児童の内面に根ざした道徳性を育成する。 

○一人に一つの命を自覚し、人権教育を中心に児童の健全育成を推進し、全ての人の命を守る意識と行

動力を育成するとともにいじめ対応、不登校対策の充実を図る。 

○心と体を一体としてとらえ、基本的な体力の向上と適切な運動経験と健康・安全についての理解を通し

て、生涯にわたって運動に親しむ資質・能力の基礎を育てるとともに、心と体の関連性を理解し、さまざま

な欲求やストレス等に対して適切に対処できる力を育てる。 

○小中一貫教育実施計画に基づき、隣接型のメリットを活かし、義務教育９年間で育てたい資質・能力を

明確にし、それを育成するための意図的・計画的・継続的な指導を行う。 

○幼保小の連携の充実と保護者へ啓発を高めるとともに、小１プロブレム軽減のためスタートカリキュラム

の充実を図る。 

○コミュニティ・スクールの強みを最大限活用し、地域の力を活かした「社会とつながるプロジェクト」を推

進し、多様な他者と協働し、課題解決を図ることができる、２１世紀を生き抜く児童を育てる。 

〇多文化共生社会を生き抜く児童の資質・能力を育成するため、母語の力を引き出すことも含め、日本語

指導の充実を全校体制で構築する。 



 
第２表の１                          

学校名  羽村市立武蔵野小学校 

２ 指導の重点 

（１）各教科、道徳科、英語活動・外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動等 

ア 各教科 

○「はむらの授業指針」を踏まえ、各教科の年間指導計画・評価計画のもと、週ごとの指導計画におい

て、各教科の本質に迫るよう一単位時間のねらいと活動を明確にし、「指導と評価の一体化」を図る。 

○課題解決学習を推進し、論理的思考力を可視化できるよう授業の流れを示し、授業スタイルやノート

指導の統一、板書や発問の工夫等を行い、学習の「めあて」と「まとめ」が繋がる実践を行う。 

○ノート指導の充実や思考ツールの活用を通して「書くこと」を中心に言語能力を育成し、表現する楽し

さが体感でき、安心感のある授業を推進する。 

○各教科を学ぶ本質的な意義を児童に示し、主体的な探究活動を推進できるよう教師がファシリテー

ターとしての視点をもちながら、児童が自ら考え判断し表現する学習を構築し、自立した学習者として

主体的・対話的で深い学びを行えるようにする。 

○習熟度別指導、教科担任制、系統的な朝学習の充実や放課後補習による個に応じた指導、家庭学習

の手引きを活用した家庭学習の充実を図り、より一層の学習習慣の定着率向上を図る。 

○ＩＣＴ機器の効果的な活用法を共有し、１人１台端末の日常的な活用による、個別最適な学びと協働

的な学びを一体的に推進し、情報教育、プログラミング教育等の充実を図る。 

○小中教科部会で設定した９年間で育てたい資質・能力の育成に向け、小中一貫教育カリキュラム等

開発委員会の成果を活用し、中長期的視点で具体的な手立てを明らかにし、中間報告を交えながら

学び続ける意欲や知的好奇心を育てる。 

○スタートカリキュラムを推進し、合科的・関連的な指導の充実を図りながら、入学した児童が安心感を

得ながら、スムーズに小学校生活に慣れ親しめる学習環境を整える。 

〇教科担任制、全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果を活用し、全ての児童に運動や仲間と仲良

く運動することの楽しさや喜びを味わわせ、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を培う。 

○学校図書館に学習・情報センター機能をもたせて言語活動の充実を図る。 

イ 道徳科 

○「はむらの道徳科授業指針」を基盤とした道徳授業推進と振り返りを行い、自分ごととしての道徳的判

断力・心情・実践意欲及び態度を高め、自立と自律の心を育む。 

〇発問構成を工夫し、他者の意見や考えを知る場面を設定することで、多様な考えに気付き、自分の考

えを見つめ直しながら多面的・多角的な思考を促進させ、豊かに表現できる力を育成する。 

○道徳教育を通して家庭や地域社会との相互連携・共通理解を深めるために、「道徳授業地区公開講

座」を全校統一テーマで行い、意見交換会や講演会を充実させ、広報・啓発活動の充実を図る。 

ウ 英語活動・外国語活動 

○低学年においては、羽村市独自のカリキュラムに基づいて、学級担任、ＡＬＴが役割を理解し、児童が積

極的に外国語を用いた授業を展開しコミュニケーションの楽しさを体感させる。 

○英語コーディネーターと連携を深め、ＡＬＴを活用した授業を実施し楽しさを十分味わわせるとともに、

外国語科においてはムサシニアをはじめとしたＡＬＴ交流会において、これまで身に付けたコミュニケー

ション能力の実践力を試す場とする。加えて、羽村第三中学校と連携を図り、英語乗り入れ授業を行う。 

エ 総合的な学習の時間 

○自ら課題を見付け、探究的な見方・考え方を働かせて、粘り強く答えのない問いに向き合い、協働しな

がら新しい価値を創造していく資質・能力を育てるために、児童が主体的に探究活動に没頭する課題

解決方法を実践する。 

〇人間学、羽村学では、探究的な学びを展開し、中学校と連携を図ったり、社会とつながって「人、もの、こ

と」と関わったりしながら知識と探求の往還する授業を推進する。 

オ 特別活動 

○集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、話合い活動を充実させるとともに様々な集団活

動に実践的に取り組み、集団や自己の課題を解決するための資質・能力を育成する。 

○「むさしのリーダーシップ」をはじめとして、一人一人のキャリア形成や自己実現などを学級活動でバラ

ンスよく行い、集団における人間関係を形成する力や社会性を育成する。 

○ふれあい班活動やクラブ活動、委員会活動では異学年または中学校と協力し、認め合いながら主体

的に活動を楽しめる児童を育て、個性や能力を伸長させるとともに、豊かな人間関係を築く。 



 
第２表の２                          

学校名  羽村市立武蔵野小学校 

（２）生活指導、キャリア教育（進路指導を含む） 

   ア 生活指導 

○子供の笑顔を大切にすることを第一に、児童の実態や意見に応じて「武蔵野スタンダード」を柔軟に
見直すとともに、全教員がその意図や目的を共有し、共通指導を徹底する。 
○人権尊重の精神のもと、「やさしさメッセージ」「ふれあい階段」等の活動の充実を図る。 
○かけがえのない命を守るために全校で「ＳＯＳカード」を活用し相談できる大人 4名を明確にさせ、ＳＯ
Ｓの出し方に関する教育を行い、学期初めには「いつでも誰にでも相談週間」を設定し、相談できる環
境と関係性を作るとともに、性被害から守るための「生命（いのち）の安全教育」を全学年で実施する。 
○「学校いじめ防止基本方針」を全教員が自分の言葉で説明できるようにするとともに、毎月のいじめ
アンケート等を活用し、学校いじめ対策委員会を毎週火曜日の放課後に開催、データ保存で共有を
図りながら、組織的な対応を行い、いじめの未然防止及び早期発見・早期対応を図る。 
○家庭・地域社会との連携を密にして、「望ましい習慣の形成」に取り組むとともに、「ＧＩＧＡワークブック
とうきょう」やセーフティ教室等を活用し、闇バイトを含めたトラブルに巻き込まれないようにする情報モ
ラル教育と情報活用能力の育成を図る。 
○不登校傾向が見られるようになった児童には、長期化しないよう組織的に早期対応を行い、欠席が長
期化している児童には、校内組織だけでなく、こども家庭センターやハーモニースクール等の外部機関
と連携し継続した支援を行う。 
○職員研修や「危機管理マニュアル」を活用し、食物アレルギーを含む安全指導の充実を図る。 

イ  キャリア教育（進路指導を含む） 

○子供たちの学びを多様な「人・もの・こと」と出会わせ、社会とつなぐ教科横断的カリキュラムを実施し、
人間学の「仕事調べ」「プロから学ぶ」の学習や教育活動全体を通じて将来への夢と希望を育み、一
人一人の児童の個性を伸ばすことを重視する。  

○自らの生き方を考え、主体的に進路選択ができるように、「むさしのリーダーシップ」の視点から自身の
変容をキャリア・パスポートに記録させることで、成長を振り返らせ、キャリア形成に繋いでいく。 

○小中隣接型の強みを最大限生かし、小中で交流の意図を共有し、多様な交流を図ることで、身近な中
学生に憧れの目を向けさせ、将来に希望をもって生きる力を育む。 

（３）特別支援教育 

○特別支援教育コーディネーターを中心に、巡回指導教員や巡回相談員、スクールカウンセラー等と連
携し、校内委員会や教育相談機能を重視した組織的な指導体制を構築し、支援の充実を図る。 

○特別な支援を必要とする児童のニーズに応じて、校内委員会を定期的に開催し、「個別の教育支援計
画」及び「個別指導計画」を作成し、特別支援教育を組織的に推進する。 

○「むさしの学級」の担任による通常学級児童への障害理解教育、むさしの学級児童と通常学級児童
の交流及び共同学習、むさしの学級児童が通常の学級に在籍する「なかよし学級制」等を通して、イ
ンクルーシブ教育を推進する。 

（４）特色ある教育活動・その他の配慮事項 

○「むさしのリーダーシップ」を学校文化、教育の基盤とし、５つの習慣を学年に応じた具体的な児童像
に置き換え、確実に身に付けさせることで、相手意識をもちながら自己肯定感や自己有用感を育み、
何事も主体的に取り組める児童を育成し、生活習慣の改善や学ぶ意欲の向上へと繋げていく。 

○朝学習の時間と家庭学習を活用し、全校で認知機能向上プログラムに計画的かつ継続的に取り組み、
学習の土台作りや生活全般の質、自己肯定感や自己有用感の向上等を図る。 

○コミュニティ・スクール委員会と協働し、「社会とつながるプロジェクト」の教材開発と人材発掘の充実
を図り、カリキュラム・マネジメントの視点で各教科年間指導計画へ位置付けし、より効果的な取り組み
を実施する。 

○小中合同ふれあい班清掃活動や特別支援学級小中交流会、中学授業体験、出前授業、職場体験発
表会等の人間学発表会他、小中合同挨拶運動等、意図的な交流活動の場を多く設け、児童・生徒の
望ましい関係を築くことにより、義務教育９年間を活用し小学生が中学生に憧れる気持ち、中学生が
小学生に範を示そうとする気持ちを育てる。 

○家庭・地域に信頼される魅力ある学校づくりを実現するために、学校公開・情報発信を積極的に行い、
家庭・地域社会と連携した学校関係者評価を学校改善に有効に活用する。 

○栄養士在籍の強みを活かした食育を推進し、フードロスを意識した規則正しい食生活を推進する。 
○登校のため家を出る 60 分前には起床する「グッドモーニング 60 分」を推進し、朝から気持ちよく学
習に参加できるよう望ましい生活習慣を身に付けさせる。 

〇令和６・７年度の日本語指導推進校としての取組をさらに充実させるとともに、校内全体で共通認識を
もって指導に当たり、外国にルーツのある児童の自己肯定感を高めていく。 



 
第３表 

学校名  羽村市立武蔵野小学校 

３ 学年別授業日数及び授業時数の配当 

（１）年間授業日数配当表 

   月 

学年 
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合計 

１年 １６ １９ ２１ １３ ０ １９ ２１ １９ １９ １５ １８ １７ １９７ 

２年 １８ １９ ２１ １３ ０ １９ ２１ １９ １９ １５ １８ １７ １９９ 

３年 １８ １９ ２１ １３ ０ １９ ２１ １９ １９ １５ １８ １７ １９９ 

４年 １８ １９ ２１ １３ ０ １９ ２１ １９ １９ １５ １８ １７ １９９ 

５年 １８ １９ ２１ １３ ０ １９ ２１ １９ １９ １５ １８ １８ ２００ 

６年 １８ １９ ２１ １３ ０ １９ ２１ １９ １９ １５ １８ １７ １９９ 

備 考 

・第1学年は４月８日から始まるため２日減。 

・第6学年は修了式に参加しないため１日減。 

・第１学年から第4学年までは卒業式に参加しないため１日減。 

（２）各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動の年間授業時数等配当表 

学年 時数 
領域 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

各 

 

 

教 

 

 

科 

国  語 ３０６ ３１５ ２４５ ２４５ １７５ １７５ 

 社  会   ７０ ９０ １００ １０５ 

算  数 １３６ １７５ １７５ １７５ １７５ １７５ 

理  科   ９０ １０５ １０５ １０５ 

生  活 １０２ １０５     

音  楽 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０ 

図画工作 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０ 

家  庭     ６０ ５５ 

体  育 １０２ １０５ １０５ １０５ ９０ ９０ 

外 国 語     ７０ ７０ 

教科計 ７８２ ８４０ ８０５ ８４０ ８７５ ８７５ 

道 徳 科 ３４ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

外国語活動   ３５ ３５   

総合的な学習の時間   ７０ 

 

７０ ７０ ７０ 

 特別活動（学級活動） ３４ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

   総   計 ８５０ ９１０ ９８０ １０１５ １０１５ １０１５ 

備             考 

○１単位時間 45分 

○児童会活動（全学年）、委員会活動（第５・６学年）、クラブ活動（第４～６学年） 

・児童会活動は、１回の活動を30分間とし、年10回行う。 

・委員会活動は、１回の活動を45分間とし、原則水曜日の6校時に、年11回行う。 

・クラブ活動は、１回の活動を60分間とし、原則水曜日の5校時に、年12回行う。 

○英語活動 

第１・２学年は、学級裁量の時間に「英語活動」として12単位時間位置付ける。 

 
 


